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青少年のスマートフォン利用環境整備のための政策的課題 

－実証データ分析から導かれる政策的課題の検討－ 

 
齋藤長行 1、吉田智彦 2 

 
 今日、青少年において携帯通信デバイスの利用が普及しており、それに伴い青少年に対し

て有害な情報との遭遇の問題、不適切利用・取引の問題、セキュリティや個人情報流出の問

題など様々な問題が生じている。特に、近年においては青少年層に対するスマートフォンの

普及が急速に進んでおり、青少年におけるスマートフォンの利用環境整備に着手することが

急務となっている。本稿では、全国 23校の国公私立高等学校等の協力を得て、1,428人のス

マートフォンを所有する高校 1年生等を対象としたアンケート調査結果を分析し、青少年の

スマートフォンの利用環境整備の政策的課題について言及する。分析の視点としては、3Gと

Wi-Fiの利用環境、スマートフォンのフィルタリング、アプリケーション、個人情報漏洩など

の問題について言及し、特に業界による自主規制およびそれを支える共同規制に関する政策

的な課題について議論を展開する。 

 

1.研究の背景 

 現代社会において、我々は情報デバイスを介して、多くの利益を得ている。この利益は、

ビジネスを行う成人にとどまらず、青少年においても欠かすことのできない利益と言えよう。

内閣府(2011)の調査によれば、中学生の携帯電話 3の所持率は 52.4%（男子：38.7%、女子：

56.5%）であり、高校生の携帯電話の所有率は 95.6%（男子：94.1%、女子：96.9%）であり、高

校生ではほぼ 100%に近い割合で携帯電話が普及している。また、携帯電話を所有する青少年

のインターネット利用率は、中学生で 95.7%（男子：92.8%、女子：97.7%）であり、高校生で

は 99.4%（男子：98.8%、女子：100.0%）に上っている。さらに、他の通信デバイスと比べてみ

ると、PC所有者のPC経由でのインターネット接続が中学生では 83.3%に対し、携帯電話所有

者の携帯電話経由でのインターネット接続は 95.7%となっている。それに対して、高校生にお

いてはPC経由でのインターネット接続が 90.2%であるのに対し、携帯電話経由では 99.4%と、

携帯電話が主たるインターネット接続デバイスとなっている。この様に青少年にとって身近

な通信デバイスである携帯電話は、彼らに欠くことのできない日常的なツールであると言え

る。 

 しかし、携帯電話の利用は青少年に対し、利益だけではなく不利益をももたらす危険性を

孕んでいる。青少年にとって有害なコンテンツや違法なコンテンツとの遭遇、プライバシー

                                                      
1 青山学院大学ヒューマンイノベーション研究センター客員研究員、OECD Directorate for 
Science Technology and Industry (STI)・Policy Analyst 
2 総務省情報通信政策研究所調査研究部主任研究官 
3 本論文ではPHS、スマートフォンも含めて「携帯電話」と表記することとする。特に従来

型の携帯電話に言及した議論の際は「フィーチャーフォン」と表記するとともにスマートフ

ォンに関しては「スマートフォン」と表記することで議論の対象を明らかにする。 
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の漏洩、インターネットの公共性を理解しないままに利用することにより生ずるプライバシ

ー情報の開示、それに伴う犯罪者との遭遇、電子商取引トラブル及び通信料金の浪費、イン

ターネットへの依存など、青少年のインターネット利用において、数々の問題が生じている。 

 

図 1：出会い系サイトおよびコミュニティサイト経由の犯罪被害検挙数 

 
 

  出典：警察庁(2012)「平成 23年上半期の出会い系サイトに関係した 

事件等の検挙状況について」 

 

 警察庁(2012)の調査によれば、いわゆる「出会い系サイト」に関する事件の被害者において、

出会い系サイト経由で犯罪被害に遭った青少年は、2008 年をピークに減少傾向にある 4（図 1

参照）。しかし、大手コンテンツプロバイダーが運営している一般SNSサイト等のコミュニ

ティサイト経由での犯罪被害が増加しており、コミュニティサイト経由の犯罪被害の調査を

始めた 2008 年の時点で、コミュニティサイトが出会い系サイトを上回っており、2010 年のピ

ークまで犯罪検挙数が増加の一途をたどっていた。2011 年の時点においても、出会い系サイ

ト経由での犯罪検挙数が 282 件（被害児童全体の 20.6%）であるのに対し、コミュニティサイ

ト経由の犯罪検挙数が 1,085 件(79.4%)となっている。一般コミュニティサイトは、多くの青

少年が、日常的に利用しているサイトであることから、事業者をはじめとして、この問題へ

の対応が必要とされる。 

                                                      
4 2008年を境に出会い系サイト経由の犯罪被害が減少している理由の一つに、2008年に「イン

ターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が強化され

たことがあげられる。犯罪者はこの法規制の強化により、犯罪を行うサイトとして一般 SNS
サイトを利用するようになったことが原因としてあげられる。 

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 
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 さらに、犯罪被害に遭った青少年がどの様なデバイスを介して被害に遭ったかについてみ

てみると、出会い系サイトへのアクセスに利用した通信デバイスとして、PCでは 1.2%である

のに対し携帯電話は 98.8%と被害者のほとんどが携帯電話経由で犯罪に遭遇している 5。携帯

電話はPCと比べてよりパーソナルな利用環境での利用が想定され、保護者をはじめとする周

りの大人の目が行き届かないところでの利用が可能であることが大きな要因と考えられる。 

 

2.青少年のインターネット利用環境整備を巡る国内外の動向 

2.1.国内の取組 

 前章で紹介した問題は、国内だけにとどまらずに国際的にも同様に発生しており、各種の

取組がなされている。先ず国内の取組をみてみると、青少年がインターネットを安全に利用

するための環境を整備することを目的とした法律である「青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律（以下：青少年インターネット環境整備法）」

が 2009年 4月に施行された。 本法の目的は、「フィルタリングソフトウェアの性能の向上及

び利用の普及」及び「青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会を

できるだけ少なくするための措置等を講ずる」ことにある（第 1 条）。そのことは、本法の

第 3条 2項に本法の理念として「青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者によ

る青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置」を講じなければならな

いことが記されている。さらに第 3条 3項では「青少年が安全に安心してインターネットを利

用できる環境の整備に関する施策の推進」は、「民間における自主的かつ主体的な取組が大

きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重する」としており、青少年のインターネ

ット利用環境整備の主体は民間であることが明記されていることから、我が国における青少

年のインターネットの利用環境の整備は民間による自主規制を主体とし、政府との連携のも

とで青少年のインターネットの利用環境を整備していいくという共同規制体制が基本的な政

策方針であることが理解できる。 

 本法の理念を受けて、民間の立場から活動を行っているのが「安心ネットづくり促進協議

会」である。本協議会は我が国において主要な青少年のインターネット利用環境整備を行う

団体であり 6、民間の自主的取り組みのもと、様々な利用環境整備活動が行われている。安心

ネットづくり促進協議会コミュニティサイト検証作業部会(2009)の報告書である『子どもを護

るために』では、青少年のコミュニティサイト利用における利用環境の整備としてコミュニ

ティ運営会社によるミニメールの監視、ゾーニングの強化、携帯電話会社によるフィルタリ

ングサービス加入促進、フィルタリング開発事業者によるフィルタリングサービスの多様化

に関する取組、サイト監視事業者による監視体制の強化・専門性の向上、第三者審査機関に

よる監視体制の認定レベルの再検討等の取組の必要性について言及された。そして本報告書

が起点となり、2010 年 12 月には、自主規制の進展として、各関係事業者から以下の自主規制

の実践が報告された。 

                                                      
5 警察庁(2011)参照。 
6 安心ネットづくり促進協議会は、通信事業者、一般企業、NPO などの社会団体、教育機

関など民間の諸団体から構成される一般社団法人であり、2012年 11月の時点で会員数が

187団体にのぼる。府省庁も参加し、産官学による協議を行っている。 
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・コミュニティサイト運営会社による年齢認証強化に向けた協議を継続的に行うための場と

しての年齢認証 SWGの設立 

・携帯電話会社による「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する

指針」の策定 

・フィルタリングサービス開発事業者によるフィルタリングサービス/フィルタリングリスト

多様性を高めるためのカテゴリ分類基準の見直し 

・サイト監視事業者による「コミュニティサイト監視業務基本ガイドライン」の策定、第三

者審査機関による「児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施」における対応の強化 

 

などが報告されている 7。 

 この様に、安心ネットづくり協議会は、我が国における青少年のインターネット利用環境

整備に向けた民間組織の連結点として、自主規制の推進を図るとともに、共同規制の連結点

として、政府との政策実践に向けた協働の場として機能している。 

 

2.2.国際的な政策の潮流 

 この様な共同規制体制の整備は、我が国だけではなく、国際的な潮流と言える。英国の事

例をあげると、Byron(2008）は 2007 年 9 月のブラウン首相の要請により、子どものインター

ネットとゲーム利用に関する質的調査を行っており、この調査報告を受けて、エビデンスに

基づく青少年のインターネット利用環境整備政策が行われている。英国情報通信庁（Office of 
Communications）は、“Byron Review”の結果を受けて、2008 年 3 月に“Ofcom’s 
Response to the Byron Review”を公表した。その報告書では子どものインターネットとゲー

ム利用において、①関連業界団体による自主規制の推進が重要であり、それを推進・支援し

ていくこと、②これらの取組は青少年のインターネットの利用状況を調査した調査結果を基

にして政策を講じること、③青少年のインターネットのリスク回避のためには、青少年と保

護者に対して、彼らのリテラシー習得の必要性が提言された。英国では、この提言を基にし

て官民による青少年のインターネットの安全利用のための施策が講じられている。 

 さらに経済協力開発機構（以下：OECD）においても民間の自主規制を主体とした共同規制

政策の検討・立案について、実態調査結果を基にしたエビデンスに基づく政策立案の必要性

が提言されている。OECDでの青少年のインターネット利用環境整備に関する取組は、OECD
の情報・コンピュータ・通信政策局の情報セキュリティとプライバシーに関する作業部会

(Working Party on Information Security and Privacy)が担当しており、2008年 6月に行われ

た「インターネット経済の未来に関するソウル閣僚会議」において「ソウル宣言」が公表さ

れた。このソウル宣言では、インターネット経済のさらなる発展のための政策的課題として、

インターネット環境下において弱者となる青少年等 8に対するインターネットの信頼性を確保

する必要があることが指摘されている。さらに、ソウル宣言で示された政策課題は、2009年 4

                                                      
7 安心ネットづくり促進協議会(2010)参照。 
8 インターネット環境下における弱者としては、青少年の他に高齢者、身体障害者等が挙げら

れている（参照：OECD 2008）。 
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月に行われたAPEC／OECDのジョイントシンポジウムである「青少年の安全なインターネッ

トの利用環境の推進」に受け継がれた。このシンポジウムではソウル宣言で示された政策課

題を踏まえて、①政府と民間が協働し青少年のインターネットの利用環境整備を実践してい

くこと、②法的措置、自主規制、啓発教育など包括的なアプローチにより環境整備を実践し

ていくこと、③青少年、保護者および教育者のエンパワーメントを図ること、④国際的な協

働を図ることの重要性について言及されている 9。 

 2012 年 2 月には、ソウル宣言および APEC／OECD のジョイントシンポジウムでの政策課

題を踏襲し、OECD において「インターネット上の青少年保護勧告」が採択され公表された。

本勧告においては、①全ての関係者の責任として保護者を支援することの勧告、②各国政府

の国内政策の立案において子どもと保護者のインターネットのリテラシーの進化および利用

状況を評価し適切な政策を講じることへの勧告、③各国政府が国際連携を図り国際比較をす

るための基盤の整備を図ることへの勧告がされている。 

 この様に国際的な政策潮流としても、エビデンスに基づき、青少年のインターネット利用

の自由を確保しつつ適切な保護政策を講じることと、それを可能にするために、彼らのリテ

ラシーの進化を測定し、彼らの現状に適応した政策を講じることが必要であることが指摘さ

れている。 

 このように、青少年のインターネット利用環境整備に向けた取り組みは、国際的な協調の

もとで、青少年がインターネットから得られる利益を損なうことのないように保護と利用の

自由のバランスをとった政策を実施することが必要となる。そのような政策を実践するため

には、彼らのインターネットの利用実態を定量的に分析・指標化し、その結果をもって現実

の課題を解決するための適切な政策を講じていく必要がある。さらに情報通信分野における

政策立案のためには、政府と民間が協調して政策を実施することが効率的かつ効果的である

ことから 10、民間団体の自主規制を政府が支援する共同規制の体制による取り組みが必要とな

る。また、青少年のインターネット利用に関する関係者は、政府、民間企業だけにとどまら

ずに、保護者、学校、地方自治体、民間社会団体など多くの関係者の本問題解決のための枠

組みに参加することが重要といえる。特に、保護者や学校の先生の支援のためには、彼らの

教育の機会を確保することが重要であり、そのための取り組みとして、民間企業の自主規制

の一環として、さらに政府の共同規制の一環としてのインターネットの安全利用のための普

及啓発の取り組みが必要不可欠であると言える。 

 

3.近年の青少年のインターネット利用環境の変化 

 前章で言及したように、青少年のインターネット利用環境整備に向けた取組は我が国だけ

にとどまらずに、国際的な協調の下で行われてきており、一定の成果をあげてきている。し

かし、今日の通信環境の進展および Web コンテンツ・サービスの高度化により、青少年イン

ターネット環境整備法の法案策定段階であった 2008 年当時では想定していなかった新たな社

会的な課題が発生しており、その問題に対する解決が急務となっている。 

                                                      
9 OECD (2009)参照。 
10 池貝(2010)参照。 
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 通信環境の進展に伴う新たな課題としては、青少年におけるスマートフォンの利用環境整

備の課題である。スマートフォンは今日の我が国社会に急激に普及してきている。

JEITA(2011)の調査によれば、スマートフォンの出荷台数が 2010 年 7-9 月期で 4.3%だったも

のが、2011年 7-9月期で 41.3%にまで急速に増加している（図 2参照）。 

 

図 2：移動電話日本国内出荷状況 

 
 

出典：一般社団法人電子情報技術産業協会 

     「2011年 9月移動電話国内出荷実績（JEITA/CIAJ）」 
        http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/cellular/2011/09.html 

 
 次に青少年のスマートフォン状況をみてみると、内閣府(2010)の調査によれば、2010 年に

おける中学生のスマートフォンの所有率は 2.6%、高校生の所有率 3.9%となっていたが、2011

年の調査では中学生の所有率が 5.4%、高校生の所有率が 7.2%といずれの年代においても青少

年のスマートフォンの率が増加している。 
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表 1：年代別インターネットの利用機能・サービス  

 
 

出典：総務省情報通信国際戦略局(2011)「ICTインフラの進展が国民のライフスタイルや社

会環境等に及ぼした影響と相互関係に関する調査研究 報告書」および橋元良明(2011)
『日本人の情報行動 2010』 東京大学出版会 

 

 さらに、ソーシャルメディアのユーザーの利用者の拡大が挙げられる。総務省情報通信国

際戦略局(2011)の報告によれば、我が国国内のSNSのブログ数は、2005 年以降急激に増加し、

2011年には 2,500万ブログ数にまで達している 11。さらに、表１に示したように、携帯電話を

介してのソーシャルメディアの利用率比較においては、10 代及び 20 代のソーシャルメディア

の利用が他の年代よりも利用率が高く、多くの利用項目において全体平均よりも 5 ポイント

以上高い結果となっている。 

 以上の結果からも青少年のスマートフォンおよびソーシャルメディアの利用が進んでいる

ことが理解できる。ここで注視しなければならないことは、スマートフォンは青少年のフィ

ーチャーフォン利用において生じた問題だけにとどまらずに、新たな問題をも生み出してお

り、青少年にとって安心で安全なインターネットの利用環境を提供するためにはこれらの課

題に取り組んでいく必要があると言える。 

 

4.これまでのフィーチャーフォンに対する取組とスマートフォンに必要とされる新たな取組 

 前述したように、我が国では 2009 年の青少年インターネット環境整備法施行を期に、官民

による共同規制体制により様々な対策が講じられてきている。しかし、これまでの携帯電話

                                                      
11 総務省情報通信国際戦略局(2011)及び橋元(2011)参照。 
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に対する取組は主にフィーチャーフォンに対して行われてきたものである。しかし、スマー

トフォンの登場により、新たにスマートフォンに対する青少年保護対策の必要性が高まって

いる。 

 青少年保護の観点から、フィーチャーフォンとスマートフォンのそれぞれに必要とされる

対策の相違について見てみる。最初の検討課題はスマートフォンにおけるWi-Fi12利用時のフ

ィルタリングの問題が挙げられる。フィーチャーフォンにおけるインターネット通信は第三

世代移動通信システム（３Ｇ）13と呼称される携帯電話回線を利用している。この携帯電話回

線は携帯キャリアが提供している通信網であるため、携帯キャリア側でフィルタリングを設

定することができる。言い換えれば、携帯キャリア側で閲覧情報をコントロールすることが

できていたのである。 

 しかし、スマートフォンの場合は、この携帯電話回線に加えて Wi-Fi の 2 つの通信方法を

利用することが可能となる。これまで青少年保護として行われてきた携帯電話のフィルタリ

ングシステムは携帯電話回線を前提としていることから、新たに Wi-Fi 通信網を利用した通

信時における青少年保護対策が必要となる。この Wi-Fi 利用時におけるフィルタリングとし

ては、フィルタリング・アプリを利用することとなるが、フィルタリング・アプリを利用す

るためには利用者自らがアプリケーションをダウンロードしなければならないという課題が

ある。このため、利用者である青少年とその保護者に対して、①携帯電話回線で利用してい

たフィルタリングに加えて、新たに Wi-Fi 通信用のフィルタリング・アプリを利用する必要

があることについての情報提供を行う必要があり、②このフィルタリング・アプリの利用普

及を進めていく必要もある。 

 次に、アプリケーションについて言及する。フィーチャーフォンにおいてインターネット

の Web ページを閲覧する場合や特定のサービスを利用する場合は、ブラウザーを介して利用

する方式であったが、スマートフォンではブラウザーの利用に加えてアプリケーションソフ

ト（以降：アプリ）をダウンロードし、ブラウザーを利用せずに専用のアプリを介して直接

サイトのサービスを利用することができる。このアプリ利用時の問題としては、アプリを利

用して便利に使える Web サイトに青少年が没入してしまい、時間を浪費してしまうおそれが

あるということが挙げられる。その問題に対応するための技術的措置としてアプリ制限機能

が利用できる。重要となることは、青少年自らが自己を律して、適度にアプリ・サービスを

利用できるようになることであり、その様になるための段階的な措置として、アプリ制限サ

ービスの利用促進を図る必要があると言える。 

 さらにアプリの利用には、もう一つ大きな問題が生じている。利用者がアプリをダウンロ

ードする際に、アプリ提供者側から利用者の個人情報が収集されてしまうという問題が生じ

ている。これは、アプリ利用者である青少年が、個人情報が収集されていることを認識して

                                                      
12 Wi-Fi（Wireless Fidelity）とは、各種の無線 LAN 機器のうち、Wi-Fi Alliance という業界

団体からの認定を受け、相互接続性が担保された機器を示すブランド名。本稿では携帯電話

事業者が提供している回線以外の通信方式として議論を進める。 
13携帯電話事業者が提供している回線には、従来から 3Gと呼ばれる回線のほか、LTEや

WiMAX等、3.9Gもしくは 4Gと呼ばれるものもある。本稿ではこれらの通信回線を「携帯電

話回線」として議論を進める 。 
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いないという問題と、収集された個人情報が他の用途に流用されることに対して問題意識を

持っていないという問題が挙げられる。この問題に対する取組としては、利用者である青少

年およびその保護者に対して、アプリダウンロードに際しては、個人情報が収集される可能

性を認識することと、収集される個人情報の範囲を確認することが必要となる。その対策と

して、プライバシーポリシーの確認行為の重要性に関する啓発教育を行うことが重要となる。 

 一方で、スマートフォンは、多機能な通信デバイスであることから、ペアレンタル・コン

トロール機能 14及びプライバシー保護機能が利用できるという特徴がある。特に、ペアレンタ

ル・コントロール機能は、青少年のインターネットの安全利用に保護者が関与し、段階的に

青少年のスマートフォン利用を変更することができる。このことは、青少年のインターネッ

トの安全利用を青少年に任せきりにするのではなく、青少年と保護者が一緒に安全なインタ

ーネットの利用環境を作りだすことができることを意味している。このことから、この二つ

の保護機能の利用普及に努めることが課題となる。 

 以上、フィーチャーフォンで行われてきた取組に加えて、スマートフォンでは新たな青少

年保護に関する課題が生じていることを見てきた。上記で触れたようにスマートフォンは多

機能であるために、利用する側にも安全安心に利用するための知識が必要となる。それは、

利用者である青少年だけではなく、青少年を保護・監督する立場である保護者にとっても知

識を身につける必要がある。したがって、政策課題としては、彼らが知識を身につけ、イン

ターネット上の危険に対して自ら判断し解決できるための啓発教育と、彼らの知識・判断力

を段階的に補完するための技術的な措置の利用を促していく普及活動も重要な課題と言える。 

 このことから、スマートフォンの安全安心利用に関する取組及びその取組に対する研究を

行う必要があると言える。しかし、スマートフォンに特化した利用環境整備に関する研究は

現時点で十分に行われているとは言えず、本研究が果たす役割は大きいと言える。 

 一方、OECD(2011)の国際的なインターネット政策に関する勧告では、個人情報の保護を国

際的な協調のもとで、継続的に一貫した政策立案をすることが重要であることが述べられて

いる。その一方策として、政府・民間・教育界などの様々な関係者が関与するというマルチ

ステークホルダーの視点から、官民が共同的に政策に関与することの必要性について言及さ

れている。さらに規制面の保護だけではなく、むしろ共同規制の重要課題の一つとして、利

用者のリテラシーの向上と判断力の強化のための利用者教育が重要であることについても言

及されている。 

 これらの議論を踏まえて本稿では、スマートフォンの利用環境および利用状況に関する分

析として、Wi-Fi と携帯電話回線の通信利用状況の実態、そしてその状況下での安全利用に対

する対応の状況について分析を行う。また、アプリ導入時に発生するおそれのある、個人情

                                                      
14 ペアレンタル・コントロールとは保護者などの管理者がメディアの閲覧に制限をかける機

能のことであり、メモリーカードや Web ページを含むメディア全体の制限を個別に行う機能

である。一方フィルタリングは Web ページの閲覧を制限するための機能である（参照：

「KDDI 用語集」http://www.kddi.com/yogo/）。両者の大きな違いは、ペアレンタル・コント

ロールは保護者である管理者が各機能の制限の範囲と強度を個別に行うことができる機能で

あるのに対し、フィルタリングはキャリア側が Webページに対する制限を設定するものであり、

その強度の段階もキャリア側がデフォルトで設定している。 
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報の漏洩に対する措置及びそれに対する青少年の意識、さらには、利用者教育の観点から、

家庭での話し合いと安全への措置の状況についても分析を行う。 

 
5. 実証ローデータからの青少年のスマートフォンの利用実態分析 

 青少年のスマートフォンの利用環境および利用状況に関する分析を行うにあたり、本研究

では実証データとして、総務省情報通信政策研究所が 2011年および 2012年に行った「青少年

のインターネット・リテラシー指標 ―指標開発と実態調査―」で収集された全国 2,464人の

高校 1年生等 15のアンケートのローデータを活用し、分析を行うこととした。この調査研究で

は、2011 年度に、15 歳の青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのインター

ネット・リテラシー指標を開発し、2012 年度は、開発したこの指標を用いて我が国青少年の

インターネット・リテラシーを測定するための実態調査を行っている。本研究においては、

この実態調査で行った携帯電話とインターネットの利用状況および青少年の携帯デバイス利

用における意識に関するアンケート調査のローデータを用いて分析を行った。この実態調査

では、全国の各地域に偏りが出ないように、各地方の公立・私立高等学校、工業高等専門学

校（高校等）に調査の協力を打診し、全国 23 校の高校等から協力を得てアンケートを実施し

ている。各地方別の内訳は、北海道地区 1校、東北地区 2校、関東地区 5校、北陸地区 2校、

信越地区 2校、東海地区 3校、近畿地区 3校、中国地区 1校、四国地区 1校、九州・沖縄地区

3校となっている（表 2参照）。 

 本調査の被験者としては協力校の高校 1年生等を対象としている。被験者を高校 1年生等に

限定した理由は 2点挙げられる。第 1点は、OECDが加盟国を主たる対象として実施している

国際的な学力テストであるPISAテストが、15 歳の学力を国際比較するために実施しているも

のであり 16、本研究においても日本国内で実施した調査結果をOECDに報告するとともに、

OECDと共同して国際的な青少年のインターネットの利用実態を測定する指標策定に貢献する

ことを目指しているためである。第 2 点は、青少年の携帯電話の所有率が高校入学時に急激

に増えているからである。内閣府(2011)の調査では、中学までの携帯電話の所有率は 63.2%で

あるが、高校への入学をきっかけに 99.3%にまで上っている。このことから、携帯デバイスを

持ち始める年齢の青少年の利用実態を分析・指標化し、このエビデンスを政策立案等に役立

たせることを目指しているためである 17。 

 

 

 

 

                                                      
15 本調査では、調査対象を義務教育が終了した 15歳相当ということで主に高校 1年生にして

いる。ただし、被験者には工業高等専門学校 1年生及び中等教育学校 4年生も含まれることか

ら「高校 1年生等」と表記することとする。 
16 OECD(2012b)参照。 
17 勿論、高校 1年生等の調査・分析データをもって 18歳以下の青少年の傾向を示すことはで

きない。しかし、本稿では本文中で挙げた 2点の政策的目的のために、高校 1年生等を被験者

として青少年のスマートフォンの利用実態を明らかにすることを目指しているものであり、

その目的をもって本稿では、高校 1年生等を「青少年」として議論を展開する。 
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表 2：アンケート調査概要 

調査地域 日本全国：23高校 

北海道地区：1校，東北地区：２校，関東地区：５校 

北陸地区：２校，信越地区：２校，東海地区：３校 

近畿地区：3校，中国地区：１校，四国地区：１校， 

九州・沖縄地区：3校 

調査方法 コンピュータアンケートシステム（事前アンケート）と紙筆式

アンケート（事後アンケート）の併用 

 

調査期間 2012年 6月～2012年 7月 

 

調査対象者 全国協力高校等に在籍する高校 1年生等：2,464人 

 

有効回収数（率） 事前アンケート回収数：2,421人(98.2％) 

事後アンケート回収数：2,247人(91.2％) 

 

 

5.1.通信デバイスの保有状況 

 先ず青少年の通信デバイスの保有状況について、アンケート・データを集計した。通信デ

バイスに関しては、複数所有していることが予測されたので、質問方法としては複数回答方

式をとった。調査結果から、インターネット接続機器として所有率の高いものからスマート

フォン(58.98%)、ノート PC(48.99%)、携帯型ゲーム機(40.97%)、フィーチャーフォン

(37.22％)、デスクトップ PC(24.37%)となっており、本調査ではスマートフォンがフィーチャ

ーフォンを上回るという結果となった。 
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図 3：保有しているインターネット通信デバイス（複数回答） 

 

（N=2,421） 

 

 前述の内閣府(2011)の調査結果を踏まえると、2011 年時点から 2012 年 7 月にかけて、青少

年にスマートフォンが急速に普及したことがうかがい知れる。内閣府(2011)と本調査は、被験

者の抽出、質問方法および評価分析方法に差異があるため、単純に数値を比較することはで

きないが、青少年のインターネット接続デバイスとしてスマートフォンが主たる接続機器と

なっていることは理解できる。 

 

5.2.各通信デバイスにおけるインターネットの利用目的 

 次に各通信デバイスにおけるインターネットの利用目的について調査したところ 18、情報収

集、オンラインゲーム、SNS、メールの送受信の項目において、スマートフォンが他の通信

デバイスよりも利用頻度が高いと言う結果となった（図４参照）。特に注目したいことは、

これまで情報の収集においては、パソコン（PC）が果たす役割が大きいと考えられてきたが、

今日の青少年においては、情報収集の主要な通信機器はスマートフォンになっている。さら

に、オンラインゲームにおいても専用のゲーム機よりもスマートフォンの方がオンラインゲ

ームを楽しむための主たるデバイスとなっている。一方、商品の購入においてはPCが一番利

用されているが、スマートフォンも第２位であり、商品購入においても活用可能性が高い通

信デバイスと言える。 

                                                      
18 本調査における質問の選択肢では、デスクトップPC、ノートPC、タブレット PCと３項

目に分類して質問しているが、グラフ作成時においてこれらの３つのPC 項目を「PC」と一

項目にまとめている。同様にゲーム機においても、携帯型ゲーム機と固定型ゲーム機を「ゲ

ーム機」と１項目にまとめて集計を行っている。 
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図４：各通信デバイスにおけるインターネットの利用目的（複数回答） 

 

（N=2,421） 

 

 以上の結果から、スマートフォンは近年青少年に急速に普及していること、さらにスマー

トフォンは多機能であることから非常に汎用性が高く、ユーザー・フレンドリーな設計から

各種利用目的に向けて利用されている通信デバイスであると言える。以降の分析では 5.1の質

問でスマートフォンを所有していると回答した高校 1年生等 1,428人を対象に、スマートフォ

ンの利用状況および安心安全に向けた意識と各種安全対策サービスの利用状況について分析

を行う。 

 

5.3. 各種青少年保護サービスの利用状況 

 次に、青少年がスマートフォンを安心安全に利用するために、各事業者から提供されてい

る青少年保護サービスの利用状況の集計結果を見ていく。先ずスマートフォンで利用可能な

各種青少年保護サービスの利用状況について見てみると、図５に示したようにセキュリテ

ィ・アプリの利用率は 42.79%と４割強の青少年がセキュリティ・アプリを利用している。セ

キュリティの問題は青少年のスマートフォンの安心安全利用に直接的に影響を及ぼす問題と

言え、青少年が本アプリ機能を利用するインセンティヴが比較的はたらきやすい青少年保護

サービスであると考えられる。しかし、６割弱の青少年がセキュリティ・アプリを利用して

いないと言うことでもある。全てのモバイル OS 提供事業者のアプリ審査基準が十分であると

言えない現状況において、アプリの信頼性・安全性に配慮せずに、アプリをダウンロードす

ることは非常に危険なことであり、そのことからもセキュリティ・アプリを利用して、安全

なスマートフォン利用を促すことは重要であると言える。 

 次にプライバシー設定機能においても、41.39%と４割強の青少年がプライバシー設定機能を

利用している。本機能においても直接的に青少年のインターネットの安心安全利用に関わっ

てくる問題であり、利用へのインセンティヴがはたらきやすいと考えられる。しかし、6 割弱
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の青少年がプライバシー設定機能を利用していないと言え、彼らに利用を促していく必要が

あると言える。 

 一方、端末のペアレンタルコントロール機能の利用率は 11.76%であることから、９割弱の

青少年はペアレンタルコントロール機能を利用していない状況であると言える。高校 1 年生

等（15 歳相当）と言う年齢を考慮すれば、青少年自身の自尊心に配慮し、ペアレンタルコン

トロールを利用しないという選択肢も十分に考えられる。しかしその場合は、青少年と保護

者の間で利用するかしないかについて十分に話し合い、双方合意のもとで利用しないことを

決断することが望まれる。 

 

図 5：各種青少年保護サービスの利用状況 

 

（N=1,428） 

 

 アプリダウンロード制限アプリにおいても利用率が 18.7%と、８割強の青少年が本アプリ・

サービスを利用していない状況にあると言える。アプリの利用には、アプリをダウンロード

し、アプリを利用するための様々な知識が必要になることから、アプリをより多く活用する

ことは彼らのスマートフォン活用のためのリテラシーを高めることにつながっていることも

考えられる 19。しかし、多くの青少年が利用したいと思う、全てのアプリが正規なオンライン

ショップからダウンロードできるものではなく、信頼性の低いサイトも存在している。また、

正規のオンラインショップにおいても登録されているアプリの審査が十分でない場合も存在

する。このことから、アプリダウンロード制限アプリにおいては、青少年のリテラシーの深

度に合わせて利用することが望まれると言える。 

                                                      
19 総務省情報通信政策研究所(2012b)では、インターネット・リテラシーに関するテスト結

果と安全対策アプリの利用状況のクロス分析を行っており、その結果、アプリ制限ソフト

利用者のリテラシーが非利用者のリテラシーよりも 2%低いという結果が報告されている。

このことから、アプリの活用が彼らのリテラシーを高めていることが、一つの要因として

考えられる。 
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 次に、フィルタリングアプリにおいては、31.16%であり、３割強の青少年がフィルタリング

アプリを導入しているものの、無回答を除いた７割弱の青少年は本アプリを利用していない

状況である。フィルタリングの非利用を決断するのは、基本的には保護者である。しかし、

内閣府(2011)の調査においても、保護者がフィルタリングを解除する理由として「家庭で使う

のに不便と感じた(42.9%)」、「子どもにとって不便と感じた(21.4%)」、「子どもを信用して

いる(14.3%)」などの意見が高い割合を示している。その一方で、スマートフォン活用にあた

っての子供のリテラシー度合いを把握した上で、フィルタリングを解除しているという意見

は無かった。望まれることは、子どものスマートフォンを活用するためのリテラシーの深度

に合わせて、段階的にフィルタリングの強度を変更していくことであると言える。 

 

5.4. 無線ＬＡＮと携帯電話回線に対する利用状況と認識 

 無線ＬＡＮと携帯電話回線に対する利用状況と認識について調査したところ、図６で示し

たように無線ＬＡＮと携帯電話回線の利用に大きな開きが無いという結果となった。しかし、

注目しなければならない点は、「無線ＬＡＮと携帯電話回線の違いが分からない」と回答し

た青少年が全体の 30%にまで上っている。スマートフォンの利用上の問題に、無線ＬＡＮ時の

フィルタリングの問題がある。携帯電話回線を利用していれば、携帯電話キャリア側でのフ

ィルタリングが可能であるが、無線ＬＡＮを利用した場合は、端末側にフィルタリングアプ

リをインストールしてフィルタリングをかける必要がある。本調査で問題となる点では、フ

ィルタリングアプリをインストールしていない場合に、無線ＬＡＮ利用時にフィルタリング

がかかっていない状況でインターネット利用をしていることに青少年が気づいていないこと

である。さらに、この問題は同様に保護者においても認識されていないことが推測される。 

 

図６：無線ＬＡＮと携帯電話回線に対する利用状況と認識 

 

（N=1,370） 
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 無線ＬＡＮを利用する理由についての質問では、「自宅で無線ＬＡＮを利用しているので

(33.14%)」、「無意識に無線に切り替わるので（31.39%）」という意見が多い 20。また、よく

使う無線ＬＡＮ回線の場所について調査したところ、「自宅（47.88%）」、「意識せずに使用

（27.15%）」となっている 21。無線ＬＡＮ利用時には携帯キャリア側の保護対策を受けること

ができないということを認識する必要があり、利用通信回線に関するリテラシーを高めるた

めの措置を講じる必要があると言える。さらに、保護者の安全利用に向けたリテラシーの向

上および、青少年との話し合いが重要となると言える。 

 

5.5. アプリダウンロード時の情報漏洩の危険性に対する認識 

 アプリダウンロード時の情報漏洩の危険性に対する認識を可視化するために、無回答者を

除く 1,304 人の回答に対して、危険性があることを「良く知っている（4 点）」、「多少知っ

ている（3 点）」、「あまり知らない（2 点）」、「全く知らない（1 点）」とし、青少年の

情報漏洩の危険性に対する認識について 4 件法による評価を行った。評価の結果、青少年の

認識の平均値は 2.74 となり、中程度の認識をもっていることが分かった（表３）。この結果

から、アプリダウンロード時に情報漏洩の危険性があることについて認識している青少年の

方が多数であると言える。 

 

 

表３：アプリダウンロード時の情報漏洩の危険性に対する認識 

 
  人数 配点 得点 平均 

よく知っている 320 4 1280 
 

多少知っている 526 3 1578 
 

あまり知らない 259 2 518 
 

全く知らない 199 1 199   

合計 1304 
 

3575 2.74  

 

 しかし、アプリによる情報漏洩についてどう思うかについての質問では、「情報を外部に

送信されたくない（34.09%）」の回答が多かった。次に多い意見として「特に気にしない

（30.73%）」という意見が回答されている 22。この結果から、青少年は情報漏洩の危険性に関

する認識はあるものの、その危険性を重く受け止めていないことがうかがい知れる。 

 

5.6. プライバシーポリシー規約の確認行為 

 青少年がアプリを利用する際のプライバシーポリシーの確認行為を評価するために、アプ

リの非利用者と無回答者を除く 1,302人の回答に対して、アプリケーションのダウンロード時

にプライバシーポリシーを「読んでいる（4 点）」、「多少読んでいる（3 点）」、「あまり

読んでいない（2 点）」、「読んでいない（1 点）」とし、青少年のプライバシーポリシー規

約の確認行為を４件法により評価した。評価の結果、青少年の平均点は 2.32 とやや低い値と

なった。 

 

 

                                                      
20 本質問は複数回答方式を取っていることから、本稿では「選択数／被験者総数」として算出

している。 
21 本質問においても同様に複数回答方式を取っていることから同様の算出方法をとっている。 
22 本質問においても複数回答方式を採用していることから、同様の算出方法をとっている。 
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表４：プライバシーポリシー規約の確認行為 

  人数 配点 得点 平均 

読んでいる 172 4 688 
 

多少読んでいる 439 3 1317 
 

あまり読んでいない 327 2 654 
 

読んでいない 364 1 364   

合計 1302 
 

3023 2.32  

 

 この結果は、前述のアプリダウンロード時の情報漏洩の危険性に対する認識でもみるよう

に、青少年は知識・情報として危険性は知りつつも、危険に対する意識が高いとは言えない

こと、及びそれに伴う危険回避的な行動を積極的に取っているとは言えない結果となってい

る。 

 

6.青少年の青少年保護サービス利用と青少年の意識・行動との相関 

 前述の分析結果における議論では、習得した知識と危険回避のための実際的な行動との結

びつきが高いとは言えないことを述べた。では、危険回避的な行為として、安心安全に関す

るサービスを利用している青少年はどのような意識、行動を取っているのだろうか。この課

題を明らかにするために、青少年保護サービスの利用と家庭での話し合いとの相関関係につ

いて分析することとする。 

 

6.1. 青少年保護サービスの利用と家庭での話し合いとの相関 

 先ず、青少年の青少年保護サービスの利用状況と家庭での話し合いとの相関について分析

することとする。分析する青少年保護サービスとしては、フィルタリングの利用、ペアレン

タルコントロール機能の利用、プライバシー保護機能の利用を取り上げることとする。各サ

ービスにおいて、無回答者を除いた青少年回答に対し、そのサービスを「利用している（２

点）」、「利用していない（1 点）」と配点し、インターネット上の危険について家庭で話し

合っているかについての回答については「良く話し合っている（4 点）」、「時々話し合って

いる（3 点）」、「あまり話し合っていない（2 点）」、「話し合ったことはない（1 点）」

としてそれぞれの相関関係数を算出した 23。 

 

表５：各青少年保護サービスの利用と家庭での話し合いとの相関 

  
家庭での話し合い

との相関係数 

有意確率

（両側） 
有効回答数 

フィルタリング 0.10  0.000  1,214 

ペアレンタルコントロール機能 0.11  0.000  1,184 

プライバシー設定機能 0.77  0.000  1,210 

セキュリティ・アプリ 0.09  0.001  1,221 

                                                      
23 2 つの確立変数の間の相関関係を表す数値のことであり、相関係数(R) が 1 に近づくにつれ

2 つの確立変数における相関は強まり、0 に近づくにつれて相関は低まる。本研究ではパラメ

トリック方法をとるPearsonの積率相関係数を用いている。 
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 相関係数分析の結果、表 5 に示すようにフィルタリングの利用と家庭での話し合いとの間

の Pearson の R は 0.10、ペアレンタル・コントロール機能と家庭での話し合いとの間は 0.11、

セキュリティ・アプリと家庭での話し合いとの間は 0.09 と、いずれもほとんど相関がみられ

なかった。しかし、プライバシー設定機能と家庭での話し合いとの間の相関においては、0.77

と非常に強い相関がみられた。5.3 で明らかにしたようにプライバシー設定機能とセキュリテ

ィ・アプリは他の青少年保護サービスよりも利用率が高かったが、家庭での話し合いとの相

関が強いのはプライバシー設定機能であるという結果となった。本サービスと家庭での話し

合いとの相関が高くなった理由としては、本サービスは、青少年に直接的に関わってくる安

全問題であるとともに、保護者も子どもの安全を守る上で、関心の高い項目であることが推

測されること、さらにフィルタリング、ペアレンタルコントロール機能やセキュリティ・ア

プリは、スマートフォンの購入時に予め利用設定していることが推測されるが、プライバシ

ー設定機能に関しては、青少年がスマートフォンを利用していく過程において保護者に相談

しながら利用する機会が増しているのではないかと推測される。 

 

6.2. 各青少年保護サービスの相関関係 

 各青少年保護サービスの相関関係を評価するために、フィルタリングの利用、プライバシ

ー設定機能の利用、セキュリティ・アプリの利用及びペアレンタルコントロール機能の利用

における相関係数を算出した。相関係数の算出にあたっては、無回答者を除いた青少年の回

答に対し、各青少年保護サービスを「利用している（2 点）」、「利用していない（1 点）」

と配点した。 

 

表６：各青少年保護サービスの相関関係 

  
フィルタ

リング 

プライバ

シー 

セキュ

リティ 

コント

ロール 

フィルタリング利用 1.00  
   

プライバシー設定 0.47  1.00  
  

セキュリティ・アプリ利用 0.40  0.89  1.00  
 

ペアレンタルコントロール利用 0.45  0.44  0.43  1.00  

（N=1,271, P=0.000） 

 

 分析の結果、表６に示すようにフィルタリングの利用とプライバシー設定機能の利用との

間の Pearson のＲは 0.47 となり、中程度の相関の関係があるという結果を得た。フィルタリ

ングの利用とセキュリティ・アプリ機能の利用との間のＲは 0.40 となり、この関係において

も中程度の相関があるという結果を得た。フィルタリングの利用とペアレンタル・コントロ

ール機能の利用とのＲは 0.45 となり、この関係においても中程度の相関があるという結果を

得た。プライバシー設定機能の利用とセキュリティ・アプリ機能の利用との間のＲは 0.89 と

非常に強い相関関係があるという結果を得た。また、プライバシー設定機能の利用とペアレ

ンタル・コントロール機能の利用との間のＲは 0.44 となり、中程度の相関関係があるという

結果を得た。さらに、セキュリティ・アプリ機能の利用とペアレンタル・コントロール機能

の利用との間のＲは 0.43となり、中程度の相関関係であるという結果を得た。 
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これは、青少年保護サービスを利用している青少年にプライミング効果が働いていること

が考えられる。プライミング効果は一度受けた刺激が呼び水となり、後に受ける刺激に影響

を与えることにより行為が促進されるという心理的影響のことである(Tulving, Schacter, & 
Stark, 1982)。本ケースにおける例を挙げると、例えば青少年がフィルタリング利用に対する

心理的刺激を受け、実際にフィルタリングを利用するという行為が、他の青少年保護サービ

スの利用に影響を与え、結果的に複数の青少年保護サービスの利用につながっていると考え

られる。 

 以上の結果から、安心安全に関するサービスを利用している青少年は、単独のサービスに

とどまらずに、他のサービスも併用して安全対策を講じる傾向にあるということが分かった。

このことから、青少年のインターネットの安全利用のために、先ず一つの保護サービスを利

用することを促し、その利用を手掛かりに、他の青少年保護サービスも提案していくことが

有効であると言えよう。 

 

6.3. アプリの情報漏洩の危険性への認識とプライバシーポリシーの確認行為との相関 

 アプリの情報漏洩の危険性への認識とプライバシーポリシーの確認行為との相関関係を評

価するために、無回答者を除いた青少年のアプリの情報漏洩の危険性に対す回答について

「よく知っている（4 点）」、「多少知っている（3 点）」、「あまり知らない（2 点）」、

「全く知らない（1点）」とし相関係数を算出したところ、表７に示すように Pearson のＲは

0.88と非常に強い相関があるという結果を得た。 

  

           表７：アプリの情報漏洩の危険性への認識と 

プライバシーポリシーの確認行為との相関 

  情報漏洩 読んでいる 

情報漏洩 1.00  
 

読んでいる 0.88  1.00  

（N=1,173, P=0.000） 

 

 このことから、プライバシーポリシーをよく読む青少年ほど、アプリの情報漏洩の危険性

への認識が高いと言える。この結果を逆説的に考えれば、啓発教育の際にプライバシーポリ

シーを読むことを促すことにより、情報漏洩への注意喚起にも正の影響を与えることが可能

であると言える。 

 

7.データ分析結果に対する考察 

 以上、情報通信政策研究所の実証データを活用して、彼らの携帯電話、特にスマートフォ

ンの利用の状況及び意識について分析を行ってきた。本分析の結果では、高校 1 年生等の主

たる通信デバイスはスマートフォンであり、急速にスマートフォンが彼らに普及しているこ

とが分かった。また、用途別のインターネットの利用に関する分析においても、情報収集、

オンラインゲーム、ＳＮＳ、メールの送受信など、多くのインターネットの利用目的で一番

多く利用されている通信デバイスがスマートフォンであった。このことは、スマートフォン
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が彼らにとっても利用における利便性が高く、彼らの情報活動およびコミュニケーションを

豊かにする通信デバイスであると言える。 

 また、携帯電話回線を使った場合は、携帯キャリア側のフィルタリングを利用できるが、

Wi-Fi 回線を利用した場合は携帯キャリア側のフィルタリングを利用することができないとい

う問題に対する調査として、青少年の携帯電話回線と Wi-Fi に対する認識について分析した。

その結果から、30%の青少年が携帯電話回線と Wi-Fi に対する認識が不十分であることが分か

った。このことは、仮にフィルタリングを利用していたとしても、携帯電話回線と Wi-Fi の

認識がない青少年は、Wi-Fi 回線利用時にはフィルタリングがかからないままインターネット

を利用している可能性がある。当然ながら、フィルタリングを利用しない状況でのインター

ネット利用は、それだけ有害コンテンツに遭遇する確率が増加するわけであり、彼らの認識

の問題を解決するためにも利用者教育を広めていく必要があると言える。 

 スマートフォンを安全安心に利用するための各種サービスの利用状況においては、セキュ

リティ・アプリおよびプライバシー設定機能において４割強の利用率であったものの、ペア

レンタル・コントロール機能、アプリダウンロード制限アプリにおいては、利用率が 10%台と

利用の普及が進んでいない状況であった。特に言及したいこととしては、ペアレンタル・コ

ントロール機能の普及が進んでいないことである。ペアレンタル・コントロール機能を利用

するということは、スマートフォンを青少年に買い与えるだけでなく、保護者も青少年のス

マートフォン利用の当事者となり、青少年の適切なスマートフォン利用に関与することであ

ると言える。さらに言えば、段階的なペアレンタル・コントロール機能の強度の操作は、そ

の強度調整の際に青少年と話し合いの機会が持たれることであり、家庭における青少年のイ

ンターネットの適切利用のための環境整備が進展することを意味する。そのためにも、保護

者に対する教育を進めていく必要があると言える。 

 アプリダウンロード時の情報漏洩の問題については、青少年の半数以上が情報漏洩の危険

性を認知しているものの、実際の行動としてアプリのダウンロード時にプライバシーポリシ

ーを読んでいない青少年が半数を超える結果となった。このことは、「情報漏洩」に対する

認識はあるものの、実際に情報が漏洩してしまうことに対する危機感が高いとは言えない状

況であると言える。したがって、青少年に対してリスクに対する認識を高めることを主眼に

おいた利用者教育を拡充することが重要となってくるであろう。 

 各種青少年保護サービスの利用と家庭での話し合いとの相関分析では、プライバシー設定

機能と家庭での話し合いとの相関において非常に高い結果を得たものの、他のフィルタリン

グ、ペアレンタルコントロール機能、セキュリティ・アプリにおいてはほとんど相関がない

という結果となった。このことは、家庭での話し合いが実際の青少年保護サービスの利用に

つながっていない可能性があると言える。この課題を解決するためには、保護者の青少年保

護サービスに関する知識を高めて、青少年に対して実質的で具体的な助言・教育ができるよ

うに支援する必要があると言える。 

 各種青少年保護サービスの利用率は高いとは言えないが、これらのサービスを利用してい

る青少年の利用状況を分析することにより、未だ各種青少年保護サービスを利用していない

青少年に対する啓発の方向性を導き出せるかもしれない。そのために、各種青少年保護サー

ビスの利用状況について各種青少年保護サービスごとの相関分析をしたところ、各サービス

において非常に強い相関および中程度の相関があることが分かった。このことは、青少年保
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護サービスを 1 機能でも利用している青少年は、他の安全サービスも併せて利用している傾

向にあることを意味していると言える。言い換えるならば、一つの安全機能利用への理解が、

プライミング効果により安全に対する意識を強め、他の安全機能を追加的に導入するという

行動に正の影響を及ぼしていると考えられる。このことから、青少年保護サービスを未だ利

用していない利用者層に向けた啓発として、青少年と保護者に対して青少年保護サービスを

利用することのメリットを伝え、先ず一つの青少年保護サービスの利用を促すことが重要と

言える 24。 

 同様に、アプリの情報漏洩の危険性への認識およびプライバシー・ポリシーの確認行為を

行う青少年の傾向について分析するために、アプリの情報漏洩の危険性への認識及びプライ

バシー・ポリシーの確認行為の間の相関関係に分析したところ、両者に非常に強い相関があ

るという結果を得た。このことは、安全利用に対する認識の高い青少年は、安全に対する意

識も高く行動も伴う傾向にあることが推測される。利用者教育として重要なことは、意識が

決して高くない層に向けてどの様に啓発教育を行っていくかということである。この課題の

解決のためには、意識が決して高くない層に向けて、Web社会の一員であることを自覚させ

て、彼らのインターネット空間に対する規範意識を育てることである 25。そのための第 1 ステ

ップとしては、知識啓発を行うことであり、その様な利用者教育を継続的に行うことにより、

彼らの規範意識を高めることが重要になると言えよう。 

 最後に、本稿の調査分析の限界について言及したい。本稿では、研究上および政策上の目

的から高校 1 年生等を研究の対象として調査分析した。しかし、青少年のインターネット利

用環境整備に関する政策は、各年代の利用実態に適した対策が必要であると言える。特に小

学生層においては、携帯電話の利用用途および保有デバイスにも差異が生じる。このことか

らも、本稿の調査対象者の分析結果をもって、青少年全体の実態を明らかにしているとは言

えない。従って、他の年代に関するスマートフォンの利用実態に関する調査分析は今後の研

究課題としたい。しかしながら、内閣府(2011)の調査結果でも言えるように、携帯電話の保有

率が高校の入学をきっかけに 99.3%まで上昇する高校生層におけるスマートフォンの利用の実

態を明らかにし、彼らのインターネットの利用環境整備を進めることの意義は高いと言えよ

う。 

 

8.これからの政策立案の方向性 

 OECD(2012a)のオンライン上の青少年保護勧告の第 1 に「青少年と保護者に対するエンパ

ワーメント」が挙げられている。そして、保護者と青少年のエンパワーメントのために政府、

自治体、通信事業者、各種社会団体、教育者などのマルチステーク・ホルダーが青少年と保

護者を支援することが OECD 勧告の趣旨である。そのためには、マルチステーク・ホルダー

が協働して青少年のインターネット利用環境整備に取り組む必要があり、これまでの取り組

みを、青少年と保護者の利用状況、認識、リテラシーに応じて柔軟に取り組みを改編し、適

                                                      
24 Srull & Wyer(1979)は、事前に与えられた情報を認識した頻度が多いほど、プライミング効

果が大きく作用することを報告している。Srull & Wyerの議論を基に今後の政策の方向性を

考えると、継続的に青少年保護サービス利用への啓発活動を行うことにより、青少年の理解

を促し、保護サービスの利用へとつなげていくことが重要となる。 
25 齋藤・新垣(2011)参照。 
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切な強度の青少年保護政策を行うことが必要となる。さらにそれらの取り組みが、一貫性を

持って継続的に実践されることが重要となる。 

 このインターネット上の青少年の保護政策を適切かつ効果的に行うためには、実証的なデ

ータ分析を行った結果をもとにした政策の立案を行う必要がある。なぜなら、保護政策が不

十分であれば、オンライン上の青少年が有害コンテンツとの遭遇、不適切利用によるトラブ

ル発生、セキュリティ・プライバシーの流出などの問題に直面する可能性が高まる。その一

方で、もし仮に過度な保護政策が行われたのであれば、青少年のインターネットを活用した

表現の自由や便益が損なわれてしまうであろう。その様な事態は青少年にとって望ましくな

い状況であるとともに、インターネット社会、インターネット経済に対しても悪影響である

と言える。そのためにも最適な強度の青少年保護対策を試行する必要がある。 

 本研究では、情報通信政策研究所の実証データを分析することによって、高校 1 年生等の

スマートフォンの利用状況、認識および行動を明らかにすることを試みた。特に、啓発教育

が必要な青少年層に対しての利用者教育の方向性を導くために、安全利用の意識の高い青少

年層の利用状況について相関分析を行った。分析結果を考察し、啓発教育が必要な青少年層

に対して彼らのインターネット空間に対する規範意識を育てることが必要であり、そのため

には最初のステップとして継続的にインターネット・リテラシーを高めるための教育の機会

を提供することとである。さらに次のステップとして、彼らのインターネット社会の参加者

であるという自覚を促すための啓発教育が重要になる。 

 さらに、彼らの規範意識を高めるための重要なステーク・ホルダーとして保護者の指導力

強化を支援していく必要がある。そのためには、保護者に対しても、教育の機会を提供して

いくことは有効であろう 26。 

 安心ネットづくり促進協議会(2012）では、スマートフォン利用環境下における技術的な青

少年保護措置の整備に関する報告が行われている。通信事業者はフィルタリング、プライバ

シー設定機能、アプリ制限アプリ、ペアレンタルコントロール機能などの技術開発面での取

り組みが行われている。しかし、分析結果では、それらのサービスの利用普及が進んでいな

い状況である。このことから、青少年と保護者に対して、これらのサービスを利用すること

のメリットを提示し、青少年と保護者の理解を得て、利用普及に努めていく必要があると言

えよう。さらに、その利用普及を加速させるためには、政府の支援が重要となるであろう。

このような共同規制体制は、マルチステークホルダーが各々の立場から青少年のインターネ

ット利用環境整備に取り組むことが重要であり、相互連携を強化することでその効果が増大

すると言えるであろう。 
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